








 

1 

市町村議会議員研修 報告書 

令和５年５月 12 日 菅原 達 

1. 日 程  令和 5 年 4 月 27 日〜28 日 

2. 会 場  全国市町村国際文化研修所（滋賀県大津市） 

3. 概 要  令和 5 年度市町村議会議員研修［2 日間コース］第 1 回「防災と議員の役割」 

      ［1 日目］①講義「災害リスク低減に果たす議会の役割」 

            （講師）京都大学名誉教授 林 春男 氏 

            ②講義＆演習「平時の防災と議員の役割」 

            （講師）跡⾒学園⼥⼦大学教授 鍵屋 一 氏 

                防災企業連合関⻄そなえ隊事務局 湯井 恵美⼦ 氏 

      ［2 日目］①事例紹介「災害時における村上市議会の対応と取組」 

            （講師）村上市議会議⻑ 三田 敏秋 氏 

           ②講義＆演習「災害時、復旧・復興期の議員の役割」 

            （講師は１日目と同様） 

4. 内 容   

(１) 講義「災害リスク低減に果たす議会の役割」について 

① 発⽣確率 70〜80％と言われる「南海トラフ地震」など、21 世紀前半に予想される
国難級の災害を残された時間で完全に抑制することはできず、3 つの達成目標を掲
げ「災害を乗り越える⼒」を向上させるしかない。⇒レジリエンス 
 ➊少しでも発⽣する被害を減らす努⼒を続けること 
 ❷重要な社会機能については、高い事業継続能⼒を持つこと 
 ❸社会全体として速やかな復旧・復興を実現すること 
   ※レジリエンスとは「事業継続能⼒」である。 

② レジリエンス能⼒を高める上で、現在⺠間が提供する［市場サービス］を購入する
ことで得られる［自助］と、［制度による相互扶助（保険・共済）＝共助］におい
て、官⺠連携が大切であり、⺠間企業の果たす役割が大きい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自助 自発的活動 
    ＋ 

自助 市場サービスの購入 
 
互助 制度的背景のない善意による助け合い 

  （家族・親戚・知人） 
共助 制度による相互扶助（保険・共済） 
 
公助 制度（法）による税を使った支援 

共助 公助

互助 

助け合い 自助

自発的活動 
市場サービス 

の購入 

制度
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③ 災害レジリエンスを向上させるには、［事業中断］の面積を小さくすることが求め
られ、そのためには［予防⼒向上］と［回復⼒向上］の両方が重要となる。 
その中で現状は、“回復⼒は防災ではない“と考えられており、予防⼒を高めること
のみが重要視されがちだが、総合⼒を高める為には「回復⼒」を高める必要があり、
そこにこそ伸び代もある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 被災者とのインターフェイスとしての市町村の能⼒向上を図ることについて 
防災計画＋近年の災害対応の教訓（●）を引用した現場での効果的な対応として、 
［基礎自治体が中心となって活躍する 6 業務＋１］を下記に示す。 
 （平時に所掌がない業務） 
  11．警報・避難 
  16．避難収容及び情報提供 
  ● 建物被害調査・罹災証明の発⾏ 
 （平時の業務量が増加する業務） 
  18．保健衛⽣・防疫・遺体の処理 
  ● ガレキ処理 
  ● 要支援者支援 
 （被災者をたらいまわしにしないために） 
  ●総合相談窓口 
これらの業務を中心にクラウド上で標準化し、外部からの応援をいただく。 

⑤ 基礎自治体が抱える潜在的な課題と応急対応 DX による変革について 
基礎自治体の応急対応の課題として、 
 ➊職員の経験が乏しく意思決定が困難 
 ❷自治体の相互応援が困難 
 ❸災害対応の記録が残らない（先人の知恵が共有されない）が挙げられ、 
これらの課題を解決し被災者の Well-Being の向上を目指すためには、デジタル技
術を活用した応急対応 DX（災害対応 DX）により災害対応業務の構造変革を実現す
る必要がある。 

復旧時間 

予
防
⼒
向
上 

回復⼒向上 

事業中断 
機
能 

100% 

災害による 
被害発生 時間 
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(２) 講義「平時の防災と議員の役割」について 

① なまはげについて 
秋田県男⿅地方に伝わる国の重要無形⺠俗文化財・ユネスコの無形文化遺産に指定
される「なまはげ」は、災害時に要配慮者情報（ナマハゲ台帳）に基づいて避難支
援を⾏う災害ボランティアでもある。つまり、「ナマハゲ台帳」は現代の「個別避
難計画」と言え、平時に「なまはげ」として高齢者宅などを訪問した際に、台帳に
変わりが無いかなど、要支援者の情報の更新も⾏っている。 
 また、避難場所である神社を日頃から使うことにより、避難場所までの参道の整
備や除雪など、確実な避難ができるよう平時の備えも⾏われている。 

② 社会の脆弱性について 
災害被害の方程式は、［自然の外⼒×人口×社会の脆弱性］と定義されるが、その中
で、高齢化と高齢単身世帯、障がい者、指定難病受給者証所持者数が増加する一方、
近所づきあいや町内会自治会活動への参加者の低下、消防団員、自治体職員の減少
など、［社会の脆弱性］が災害被害を肥大させる要因として顕在化している。 

③ 東日本大震災の教訓について 
亡くなった方の約 6 割は高齢者で、障がい者の死亡率は約 2 倍であり、支援者（自
治体職員・消防団員・⺠⽣委員・高齢福祉施設職員）も多数亡くなった。 
 これらの教訓から、高齢者や障がい者に避難にフォーカスした対策が必要であり、
「地区防災計画」や「個別避難計画」により高齢者や障がい者を近所や福祉と繋げ
ることが重要である。また「任務放棄」の基準を明確にするなど、支援者の危機管
理能⼒を向上させる為にも「地区防災計画」や「個別避難計画」を有効に活用する
必要がある。 

④ 災害関連死について 
東日本大震災の関連死は 3,775 名にも上り、その 89%が 66 歳以上で、移動や避難
所での衰弱が原因である。これを教訓として、「福祉施設ＢＣＰ」作成の義務化や、
「福祉避難所」を多数整備する必要がある。 
 また、熊本地震の災害関連死は 223 名で、死者数 273 名の 81.6%にも上り、そ
の多くは自宅等の災害発⽣時と同じ居場所に滞在中に亡くなっており（37.2%）、
災害関連死を防ぐ上で、在宅の避難者支援が極めて重要である。 

⑤ 避難所外避難者の支援について 
避難所外避難者の支援体制に関する調査研究によると、「市町村の避難所外避難者
の支援計画・体制」について［全体的な支援計画がある］と回答したのは 8.2％し
かなく、また、「市町村の避難所外避難要配慮者の⾒守り」について［早期に“支え
合いセンター”などを⽴ち上げて計画的に⾒守りを実施する］と回答したのは 0.4％
しかないことから、避難所外で亡くなることの教訓が⽣かされていない現状が明ら
かになった。これを踏まえ、官⺠合わせて大量の外部支援及び調整が必要であり、
官⺠連携の拠点「被災者支援センター」の早期設置が望まれるところである。 
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⑥ 住宅の耐震化について 
兵庫南部地震による神⼾市内の死者の 83.3％は［建物倒壊等による］ものであり、
古い家や木造アパートに住むお年寄りと若者に犠牲が集中した。 
 東海、東南海、南海地震を対象にした地震防災戦略策定による戦略の効果を測定
したところ、死者数の半数、経済被害の 7 割が住宅等の耐震化の効果による、とし
ていることから、住宅耐震化の被害軽減効果は明らかである。 
 しかし、耐震化に要する費用負担がネックとなり住宅耐震化は進んでおらず、に
もかかわらず共助・公助ができておらず、特に自助のできない低所得者が置き去り
にされているのが現状である。 
 また、1981 年以前に建築された住宅は耐震性が極めて低いことや、賃貸住宅は
条件によって、耐震診断の義務があり、賃貸に際し、その結果と実施の有無を提示
する義務があるが教えられておらず、防災教育の大切さも指摘されている。 

 

(３) 災害時・復旧・復興期の議員の役割について 

① 防災福祉元年（2021 年）について 
・「避難準備・高齢者等避難情報」⇒「高齢者等避難」 
・個別避難計画作成を市町村の努⼒義務化 
・介護福祉事業所、障がい福祉サービス事業所に 3 年以内に BCP 作成を義務付け 
 →令和 5 年度が期限→要確認 
・福祉避難所ガイドライン改定（直接避難認める） 
・浸水被害の危険がある地区の開発規制等の流域治水関連法 

② 地域住⺠の善意に頼る避難支援について 
地域住⺠と福祉専門職（＋医療職＋自治体）による支援 
具体的には、・日常⽣活におけるコミュニティ支援と制度的な福祉支援 
・避難準備の呼びかけ ・避難支援者による避難支援 ・一般避難所や福祉避難所
への緊急避難 ・自宅や福祉避難所及び福祉施設での⽣活支援 など 

③ 優先度の考え方と地域調整会議について 
ハザードマップのレッドゾーンと合わせ、本人の要介護度の高さと支援者の支援度
の低さを総合的に判断し優先度を決めるが、その際「地域調整会議」が重要であり、
特に当事者を含めた話し合いが必要→当事者・地域・福祉を繋げる。 

④ 個別計画の重要ポイントについて 
個別計画策定に福祉専門職の参画を得ることが極めて重要 
→介護、障がい事業所の BCP と重なる 

⑤ 福祉避難所の考え方 
（新）福祉避難所ガイドライン（2021 年５月）によると、高齢者等避難が発令し
た段階で避難所を開設することが示され、一時避難所として直接避難ができること
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から、今後は、個別避難計画において福祉避難施設との事前マッチングを⾏い、受
け入れ者を公示した上で、マッチングのできた方の直接避難を受け入れるべき。 

⑥ 福祉⼦ども避難所の指定について 
熊本地震において、特別支援学校の⼦どもたちや家族の避難先の 65％が⾞中泊であ
ったことを踏まえた提言として「福祉避難所・福祉避難スペースの確保」などが挙
げられ、それを受けて熊本市は、特別支援学校を「福祉子ども避難所」に指定し整
備した。 
 さらに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン（平成 28 年４月）内閣府」に
よると、「特別支援学校について、障がい児やその家族が避難するための指定福祉
避難所とすることも想定される。（中略）関係地方公共団体は、人材の確保や備蓄
等について必要な支援を⾏う」とされているが、なかなか進んでいないのが現状。 

⑦ 地域と福祉の連携について 
専門性が低く、昼は居ないが夜は大勢いる［地域］と、 
専門性が高く、昼は居るが夜が少ない［福祉］とで、 
夜間に避難訓練を一緒に実施し課題と対策を話し合おう︕ 

 

(４) 災害時の議会・議員活動 〜まとめと展望〜 

① 災害対策本部のあり方 
災害対策基本法 23 条では「自治体が⾸⻑を本部⻑に自治体職員を本部員として設
置」と議会の関与さけて（嫌って︖）いるようだが、災害時の議会と議員の使命が
「住⺠の命と尊厳を守る」ことにあることを踏まえると、市町村当局と協働する必
要がある。⇒災害対策本部には議⻑がオブザーバーとして参加すべきである。 
（議会事務局⻑では意⾒が言えない） 

② 応急対応期の議会・議員のあり方 
 ・活動ルール（議⻑への情報一元化） 
 ・活動の道具（情報・場所・機会） 
 ・積極的な情報提供（⾏政へ、市⺠へ） 
 ・積極的な地域活動 を「議会 BCP」で定めて効果的な対応を 

③ オンライン議会について 
委員会をオンライン開催ができるよう条例等の改正を⾏うべき 
オンラインによる本会議については、国会での答弁等で認められないとされている 

④ 議会のサイレントタイムと再開について 
・災害対策本部が応急対応を実施中は議会活動を休止 
・執⾏機関が議会資料の作成、説明が物理的に可能となる時期に再開を 
・短時間で提案型の質疑を 
・感染症期は模範的対策を 
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⑤ 災害時議会・議員活動の考え方 
議会が監視機能と⾏政提案機能を発揮すると災害対応全体が遅滞する 
（執⾏機関任せにせず平時から議会・議員の政策形成能⼒を向上させる） 
→応急対応時、議員は情報収集や情報提供を⾏うとともに、地域支援活動を⾏う 
※特に在宅避難者や高齢者・障がい者への重要情報提供が重要 

⑥ 議会が正常化の偏⾒を破る 
危機時は、危機管理課だけでなく全庁的な対応が必要であり、⾏政職員の危機管理
⼒を高めるには議員が質疑、提案等を通して重要性を訴え続ける必要がある 
→防災以外の常任委員会で各部署の防災の質疑をすべき 

⑦ 尊厳の重要性について 
高齢者の逃げ遅れや関連死が多く、障がい児が安心して避難できないとか、授乳時
にジロジロ⾒られるなど、災害時には人間の尊厳がないがしろにされている 
→近年の基本的人権は「尊厳」がキーワードであり、今後、防災基本条例や災害対
策基本法の目的に「尊厳」を加えていくべき 

⑧ 価値向上型の防災について 
これからの防災を「損失を減らす防災」から「価値向上型の防災」に変えていくた
めに、日常から人間関係、近所関係を良好にし、日常も災害時も支え合える「地域
共生社会」を目指していく 

 

(５) 所感 

① 災害時においては、高齢者や障がい者などの⽴場の弱い方たちこそ地域で守らなけ
ればならず、そのためには、具体的な避難計画を⽴てる必要があり、地域と福祉と
の連携や平時からの関係づくりが求められていることをあらためて確認することが
できた。 

② これまでも議会で訴えてきたが、繰り返し訴えていかなければならないのと、議員
自身の対応も明確に定める必要があり、「議会 BCP」の作成が急務であると感じた。 

③ 研修の最後に、事前に⾏われたアンケートに「応急対応時に地元消防団や防災士と
しての活動を優先しなければならない場面も想定される」と書いたことを鍵屋教授
が取り上げて下さり、「議員の身体は自治体のものだ︕」だからこそ「人命第一に
し、地域で支援活動を︕」と明言していただいた。これまで災害時に不明確だった
自身の⽴ち位置が明確になり、研修全般含めとても有意義な研修であった。 

 

                                 以上 





 

 

学習会参加報告書 
2024 年 4 月 2 日 

佐野市議会議員 菅原 達 

 

◇学習会名:とちぎ子どもの権利条約ネットワーク学習会 

◇開催日時:2024 年 2 月 17 日 

◇開催場所:あしかがフラワーパークプラザ 301 号室 

◇研修内容:講演「子どもの声を聴き、共につくる居場所」 
（講師:工学院大学教授・こども家庭庁こども家庭審議会こどもの居場
所部会委員 安部芳絵先生）    

◇講演のポイント: 

（１）国連子どもの権利条約について 

①1989 年「国連子どもの権利条約」が国連総会で採択され、1994 年に日本政府
が 158 番目に批准をして 30 周年となるが、現在の締約国は、196 ヵ国と、人
権条約では最大である。 

②「国連子どもの権利条約」というのは、“子どもに一番よいことをしようとい
う国同士の約束事” であり、「人」と「国家」の契約である。つまり、「人権」
は人と国家の間に生じ、「人」に権利が、「国」に義務が生じるものである。 

③子どもに一番よいこと（第 3 条 子どもの最善の利益）をだれが決めるのか? 
→条約採択後は、「子どもの声を聴いて、子どもと共に決める」となった 
 （第 12 条 子どもの意見の尊重）→こども基本法の理念へ 

④国内では、児童虐待防止法（2000 年）、子どもの貧困率公表（2007 年） 
こども基本法成立（2022 年）、こども家庭庁（2023 年） 
→条例を作る好機･･･今やらなければもうできない! 

（２）こども基本法について 

①こども基本法 第 3 条の三 「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程
度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び
多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」とあるように、聴く側が
対応して全ての子の意見を聴くことが求められると言える。 

②こども基本法 第 11 条（こども施策に対するこども等の意見の反映）は、私
たちに課された義務であり、「こどもの意見をどうやって聴くのか?」が問わ
れていると言える。 



 

 

③しかし、「意見」を聴くと言っても、言葉にできる子ばかりではなく、言葉に
ならないからといって何も考えていない訳ではない。友達の意見を聴いて、
「あ、自分も同じだ」「ぼくは違う」と気付くこともある。 
→遊びを通して “気持ち” や “願い“ 、子どもたちの ”声“ を聴くことができ
る場･･･つまり居場所が大切であり、意見反映のカギは、「遊び」にある! 

（３）こどもの居場所づくりに関する指針について 

①こどもの居場所とは、「こどもの権利を基盤とした居場所」を指し、こどもの
声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもとともにつくる居場所でなければなら
ないと言える。 

②居場所づくりを、予算も含めこども計画に位置付ける必要がある。 

③災害時の避難所であっても、子どもたちは遊び始めるもので、被災した大人た
ちが子どもたちとの遊びに対応するのは難しく、子どもも大人もストレスを感
じてしまう。そこで求められるのは、外部の大人が遊びの支援をすることであ
り、それにより、保護者も救われ励みに繋がる。（夜も眠れる） 
つまり、災害時の避難所においては、子どもだけで遊べる場所で、外から来た
大人が見守る場所として「災害時の居場所」が必要である。 

 

◇所感:国連こどもの権利条約の批准から 30 年を経て、やっと我が国においても、こ
どもの人権を尊重しようとする動きが見られることは大いに歓迎するところで
あるが、行政においても、私自身を含めた多くの市民においても、本当に子ど
もたちの人権をどこまで尊重できているかは不確かなところであると言える。 
 まずは、子どもの声に耳を傾け、声を発することができない子どもに対して
は、しっかりと寄り添い、どんな子であってもその子の意見として受け止めよ
うとする姿勢が、私たち大人に求められているのではないかと感じる。 
 そのヒントのひとつとして、遊びを通して子どもの声を聴くことと、こども
の権利を基盤とした居場所の大切さを学ばせていただきました。 

以上 




